
書評

第
一
章

そ
の
他
、

ロ
絵
と
し
て
木
簡
の
写
真
が
二

0
頁
付
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
本
文

第
一
編

今
泉
隆
雄
著

本
書
は
都
城
制
研
究
、
木
簡
学
の
形
成
に
尽
力
さ
れ
て
き
た
今
泉
氏
が
、
前

つ
い
て
の
研
究
成
果
を
集
成
し
、

跡

・
出
土
点
数
が
毎
年
増
加
す
る
今
日
に
お
い
て
、
木
簡
研
究
の
基
本
的
な
方

法
を
明
示
し
、
具
体
的
な
作
業
を
例
示
し
た
研
究
書
と
し
て
、
特
に
斯
界
で
は

充
分
に
享
受
す
べ
き
点
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
本
書
の
目
次
を
掲
げ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
＊
印
が
新
稿
、
な
い

し
は
旧
稿
を
大
幅
に
補
訂
さ
れ
、
殆
ど
新
稿
と
見
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

旧
稿
掲
載
の
も
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
補
注
に
お
い
て
そ
の
後
の
研
究
史
の
展
開
と

木
簡
の
史
料
的
研
究

木
簡
研
究
の
成
果
と
課
題

あ
と
が
き

今泉隆雄著『古代木簡の研究J

序
章

本
書
の
意
図
と
方
法

多
賀
城
跡
出
土
の
付
札
木
簡
の
製
作
方
法

著
者
の
今
日
的
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『古
代
木
簡
の
研
究
』

第
二
章

第
一
二
章

第
三
編

木
簡
群
と
遺
跡

第
二
章

第
三
章

第
二
章

第
三
章

ー
牛
皮
貢
進
制
と
宮
城
四
隅
疫
神
祭
ー
（
＊
）

平
城
宮
跡
出
土
の

H
向
国
の
牛
皮
荷
札

第
一
章

平
城
宮
跡
出
土
の
郡
領
補
任
請
願
解
の
木
簡

個
別
木
簡
の
考
察

第
一
章

一
書
に
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
木
簡
出
上
遺

第
二
編

著
『
古
代
宮
都
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
三
年
）
に
続
い
て
、
木
簡
に

第
五
章

木
簡
と
歴
史
考
古
学

文
書
木
簡
の
廃
棄
と
計
会
制
度

長
岡
京
太
政
官
厨
家
の
木
簡

平
城
京
西
隆
寺
の
木
簡
と
そ
の
創
建
（
＊
）

但
馬
国
国
分
寺
木
簡
と
国
分
寺
の
創
建
（
＊）

ー
木
簡
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
ー
（
＊
）

第
四
章

門
膀
制

・
門
籍
制
と
木
簡

は

じ

め

に

書
評

貢
進
物
付
札
の
諸
問
題 森

公

章
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べ
き
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

み
る
こ
と
に
し
た
い
。

の
随
所
に
も
木
簡
写
真
や
遺
構
図

・
実
測
図
な
ど
が
挿
入
さ
れ
、
理
解
を
助
け

序
章
で
は
各
章
の
執
筆
意
図
と
概
要
が
整
理
さ
れ
て
お
り
、
研
究
史
上
の
位

置
づ
け
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
部
分
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
以
下

の
拙
い
紹
介
は
不
要
で
あ
る
が
、
私
な
り
に
本
書
を
読
み
取
っ
た
点
を
記
し
て

本
書
の
内
容
と
若
干
の
コ
メ
ン
ト

本
書
は
第
一
編
で
木
簡
そ
の
も
の
に
関
す
る
史
料
的
研
究
を
示
し
、
第
二
編

で
は
著
者
が
報
告
書
作
成
に
携
わ
っ
た
長
岡
京
太
政
官
厨
家
、
西
隆
寺
、
但
馬

国
分
寺
出
土
の
木
簡
を
例
と
し
て
、
木
簡
の
整
理
の
方
法
と
遺
跡

・
遺
構
解
釈

の
一
助
と
し
て
の
木
簡
利
用
の
あ
り
方
を
呈
示
、
第
一
二
編
で
前
二
編
で
述
べ
た

研
究
方
法
に
基
づ
い
た
、
個
別
木
簡
を
対
象
と
す
る
検
討
の
具
体
例
を
示
す
と

い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
第
二
編
は
、
報
告
書
作
成
の
雛
型
と
し
て
も
学
ぶ

第
一
編
第
一
章
は
一
九
八

0
年
と
一
九
八
七
年
に
書
か
れ
た
二
つ
の
木
簡
研

究
の
研
究
史

・
研
究
方
法
の
整
理
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
木
簡
研
究
に
は
木

簡
を
史
料
と
し
て
用
い
た
研
究
（
古
代
史
の
新
し
い
史
料
と
し
て
、
あ
る
い
は
遺
跡

の
性
格
や
年
代
、
共
伴
遺
物
の
年
代
決
定
の
材
料
と
し
て
）
と
木
簡
そ
の
も
の
の
基

礎
的
研
究
の
二
つ
が
あ
る
が
、
後
者
の
究
明
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

る
材
料
と
な
っ
て
い
る
。

れ
て
お
り
、
(
1
)
木
簡
を
考
古
遺
物
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
（
出
土
状
況
、
廃

棄
の
意
味
の
究
明
）
、
（
2
）
現
物
の
観
察

・
調
査
に
基
づ
く
研
究
を
行
う
こ
と

（
形
態
と
大
き
さ
、
樹
種
と
木
取
り
や
料
材
の
製
作
技
法
、
書
蹟
、
廃
棄
方
法
な
ど
の

検
討
）
、
（
3
）
関
連
す
る
文
献
史
料
の
研
究
の
深
化
に
努
め
る
こ
と
と
い
う
指

摘
は
、
木
簡
研
究
者
の
心
構
え
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
以

下
の
部
分
で
は
随
所
に
こ
の
姿
勢
に
基
づ
く
論
考
が
配
さ
れ
、
著
者
自
身
に
よ

第
二
章
は
荷
札
木
簡
の
研
究
方
法
を
確
立
し
た
著
名
な
論
文
で
あ
る
。
ま
ず

貢
進
物
の
進
上
全
般
に
つ
い
て
、
付
札

・
実
物
墨
書

・
包
装
材
墨
書
の
三
方
法

書
風
な
ど
に
基
づ
く
荷
札
木
簡
の
検
討
方
法
を
示
し
、
荷
札
木
簡
の
作
成
場
所
、

地
方
行
政
の
具
体
的
運
営
の
あ
り
方
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
荷
札
木
簡
の
機

能
と
し
て
、
勘
検
の
場
で
の
役
割
を
指
摘
し
、
複
数
機
能
の
存
在
、
場
面
に
よ

る
木
簡
の
多
機
能
性
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
木
簡
の
古
文
書
学
的
な

考
察
の
可
能
性
を
高
め
た
成
果
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
木
簡
の
機
能
論
と

と
も
に
、
国
段
階
作
成
荷
札
の
弁
別
の
基
準
と
し
て
国
術
様
書
風
の
存
在
を
示

し
た
点
、
ま
た
若
狭
国
の
事
例
に
よ
っ
て
、
郡
別
の
書
式
の
特
徴
を
抽
出
し
、

「
国
＋
郡
十
郷
＋
（
里
）
＋
貢
進
者
」
と
い
う
最
も
基
本
と
な
る
書
式
の
荷
札
木

簡
の
作
成
場
所
と
し
て
、
郡
家
段
階
を
想
定
さ
れ
、
地
方
行
政
に
お
け
る
郡
の

役
割
が
具
体
化
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。

第
三
章
は
「
発
掘
さ
れ
た
文
献
史
料
」
で
あ
る
木
簡
を
遺
跡

・
遺
構
解
釈
に

が
品
目
別
に
使
い
分
け
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

形
態

・
書
式

る
実
践
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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の
際
の
手
続
き
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

利
用
す
る
際
の
留
意
点
が
示
さ
れ
て
お
り
、
特
に
文
書
木
簡
つ
い
て
、
差
出
↓

受
取
↓
廃
棄
（
受
取
先
で
の
廃
棄
）
と
差
出
↓
受
取
↓
差
出
↓
廃
棄
（
差
出
場
所

で
の
廃
棄
）
と
い
う
二
つ
の
廃
棄
方
法
が
あ
り
、
木
簡
出
土
場
所
の
性
格
決
定

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
木
簡
作
成
か
ら
廃
棄
ま
で
の
時
間
的
隔

た
り
の
存
在
に
注
意
を
喚
起
し
、
木
簡
の
年
紀
と
廃
棄
の
年
代
は
別
問
題
で
あ

そ
の
具
体
的
な
検
討
は
第
四

・
五
章
で
行
わ
れ
て
お
り
、
第
四
章
は
木
簡
の

作
成
↓
機
能
↓
廃
棄
の
流
れ
を

「木
簡
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
」
と
し
て
解
明
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
あ
る
制
度
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
場
合
は
、

そ
の
制
度
と
そ
れ
に
お
け
る
木
簡
の
役
割
を
解
明
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と

し
、
門
膀

・
門
籍
制
を
例
に
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
律
令
に
規
定
さ
れ
た
当
該

制
度
の
分
析
と
と
も
に
、
平
城
宮
出
上
の
門
関
係
の
木
簡
に
実
例
を
求
め
、
門

籍
は
「
某
門
籍
」
と
記
し
、
そ
の
下
に
官
司
名
と
官
職

・
位
階

・
人
名
を
列
記

す
る
書
式
で
あ
っ
た
と
す
る
。
門
膀
に
つ
い
て
は
、
木
簡
中
の
門
号
＋
「
出

入
」
＋
物
品
名

・
数
羅
、
差
出
官
司
＋
「
牒
」
＋
通
行
す
る
門
（
充
先
）
の
文

書
様
式
の
も
の
の
二
つ
が
候
補
で
あ
る
が
、
本
司
↓
門
司
と
い
う
木
簡
の
授
受

は
物
資
の
移
動
に
伴
う
通
行
証
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
門
膀

は
本
司
の
申
請
↓
中
務
省
↓
衛
門
府
↓
門
司
と
い
う
形
で
申
請

・
交
付
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
門
膀
の
形
式
の
解
明
（
木
簡
か
紙
か
も
含
め
て
）
は
な
お

検
討
課
題
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
他
、
角
筆
に
よ
る
勘
検
の
実
例
、
門
号
比
定

出
土
遺
跡
の
性
格
決
定
に
至
る
考
察
過
程
を
示
し
て
い
る
。
特
に
長
岡
京
の
造

営
過
程
や
太
政
官
厨
家
の
存
在

・
所
在
地
と
地
子
物
検
収
な
ど
そ
の
具
体
的
な

機
能
が
明
ら
か
に
な
っ
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
末
尾
で
取
り
上
げ
ら
れ
た

文
書
の
界
線
引
き
の
定
木
は
、
正
倉
院
文
書
な
ど
古
文
書
の
研
究
と
木
簡
研
究

の
接
点
を
示
す
も
の
と
し
て
も
興
味
深
い
。
そ
の
他
、
荷
札
木
簡
の
作
成
方
法

手
法
）
な
ど
様
々
な
角
度
か
ら
考
古
学
遺
物
と
し
て
の
木
簡
の
究
明
を
試
み
、

料
材
の
製
作
方
法
（
同
材
の
判
定
、
長
方
形
の
材
の
横
切
り
技
法
、
割
り
と
切
断
の

と
ま
り
を
持
つ
木
簡
の
個
別
的
検
討
と
当
時
の
情
勢

・
制
度
と
の
対
比
、
木
簡

第
五
章
は
第
三
章
の
問
題
意
識
の
う
ち
、
遺
構

・
共
伴
遺
物
の
年
代
決
定
に

関
連
し
て
、
荷
札

・
題
鍛
軸

・
習
書

・
文
書
な
ど
木
簡
の
内
容
に
よ
っ
て
廃
棄

ま
で
の
期
間
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
比
較
的
短
い
と
考
え
ら
れ
る

文
書
木
簡
の
廃
棄
時
期
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
、
長
岡
京
太
政
官
厨
家
の

請
飯
文
書
を
例
に
、
こ
れ
は
延
暦
八
年
八
月
ー
九
年
七
月
の
一
年
間
分
が
保
管

一
括
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

る
と
す
る
。
こ
こ
で
も
公
式
令
や
延
喜
式
制
の
分
析
、
律
令
制
に
お
け
る
年
度

の
意
識
の
あ
り
方
、
文
書
木
簡
と
紙
の
文
書
の
関
係
な
ど
、
文
書
廃
棄
の
制
度

全
体
へ
の
目
配
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
書
全
体
の
構
成
の
中
で
は
、

こ
の
章
は
あ
る
い
は
第
二
編
第

一
章
の
末
尾
に
置
き
、
木
簡
に
よ
る
制
度
史
的

第
二
編
第
一
章
は
そ
の
後
刊
行
さ
れ
た
『
長
岡
京
木
簡
』
二
の
成
果
に
よ
っ

て
加
箪
さ
れ
て
い
る
が
、
遺
構
の
様
子
と
木
簡
の
年
代
の
決
定
、
内
容
上
の
ま

検
討
の
方
法
と
し
て
掲
げ
た
方
が
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

さ
れ
、

一
年
度
の
保
管

・
廃
棄
が
推
定
で
き
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を
復
原
す
る
材
料
と
し
て
、
越
前
国
の
米
荷
札
の
分
析
が
示
さ
れ
て
お
り
、
郷

名
の
追
筆
例
か
ら
や
は
り
郡
段
階
で
の
作
成
を
推
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ

の
米
荷
札
を
越
前
国
の
も
の
と
判
定
す
る
に
際
し
て
、
出
土
地
区
の
分
布
、
書

式

・
型
式

(
O
五
一
）
の
類
似
、
そ
し
て
『
和
名
抄
』
の
郷
名
や
氏
族
名
と
氏

族
分
布
と
の
照
合
な
ど
、
使
用
工
具
を
明
示
さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
検
討
を
行

第
二
章
は
出
士
木
簡
に
よ
り
西
隆
寺
創
建
の
様
相
を
解
明
し
た
も
の
で
、
知

識
銭
の
徴
収
、
藤
原
南
家
の
建
物
施
入
、
修
理
司
の
役
割
な
ど
、
『
続
日
本
紀
』

だ
け
で
は
不
明
な
、
西
隆
寺
の
具
体
的
な
造
営
過
程
が
復
原
さ
れ
て
い
る
。
第

三
章
は
史
料
の
少
な
い
地
方
寺
院
の
研
究
に
木
簡
が
資
す
る
こ
と
を
示
し
て
お

り
、
特
に
造
営
時
期
の
確
定
や
造
営
過
程
な
ど
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
る
点

は
興
味
深
い
。
こ
こ
で
は
木
簡
の
研
究
が
従
来
の
古
代
史
研
究
の
応
用
問
題
で

そ
れ
が
新
し
い
問
題
の
発
見
に
つ
な
が
る
こ
と
を
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ

の
両
章
に
は
そ
れ
ぞ
れ
全
木
簡
釈
文
と
解
説
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
個
々
の
史

第
一二
編
第

一
章
は
ト
ネ
リ
の
郡
領
補
任
に
関
わ
る
史
料
の
分
析
で
、
平
城
宮

木
簡
八

0
号
を
西
宮
を
守
衛
す
る
兵
衛
が
郡
領
補
任
に
際
し
て
有
力
官
人
へ
宛

て
た
膜
願
文
書
で
は
な
い
か
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
章
は
著
者
の
郡
司
任

用
制
度
に
関
す
る
名
論
文
「
八
世
紀
郡
領
の
任
用
と
出
自
」
（
「史
学
雑
誌
」
八

一
の
―
二、

一
九
七
―

一年
）
を
補
足
す
る
論
考
で
あ
り
、
こ
う
し
た
都
城
と
郡
領

料
解
釈
と
全
体
像
の
復
原
と
の
つ
な
が
り
を
教
え
て
く
れ
る
。

あ
り
、
古
代
史
研
究
の
基
礎
的
知
識
へ
の
通
暁
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

う
場
合
に
参
考
と
な
る
方
法
が
例
挙
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

候
補
者
あ
る
い
は
地
方
豪
族
と
の
関
係
へ
の
喚
起
は
、
以
後
の
諸
研
究
で
も
継

承
さ
れ
て
い
る
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
但
し
、
本
木
簡
の
機
能
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
郡
司
補
任
請
願
文
書
と
ト
ネ
リ
等
の
郡
領
就
任
」
（
「
続
日
本
紀
研
究
』

―――

0
三、

一
九
九
六
年
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
郡
領
任
用
の
手
続
き
の
全
体
の
中
に

位
置
づ
け
て
考
え
る
と
、
ト
ネ
リ
の
場
合
、
ま
ず
本
人
か
ら
所
属
官
司
に
郡
司

鐙
擬
に
与
り
た
い
旨
を
意
思
表
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
木
簡
は
そ

の
意
思
表
示
の
文
書
で
は
な
い
か
と
見
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。

第
二
章
は
日
向
国
の
牛
皮
貢
進
の
荷
札
を
手
が
か
り
に
、
出
土
地
が
平
城
京

の
東
南
隅
で
あ
る
こ
と
と
合
せ
て
、
宮
城
四
隅
疫
神
祭
の
具
体
的
な
あ
り
方
を

要
で
あ
り
、
ま
た
律
令
制
成
立
以
前
の
各
地
域
と
中
央
と
の
つ
な
が
り
の
具
体

像
を
究
明
す
る
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

二
条
大
路
木
簡
の
出
土
に
よ
っ
て
、
各
国
の
荷
札
木
簡
が
一

―ー
三
倍
増
し
た
こ

と
に
よ
り

、

既
に
伊
豆
•

安
房
な
ど
に
つ
い
て
は
新
し
い
研
究
成
果
が
呈
さ
れ

第
一―
―
章
は
料
材
製
作
方
法
が
わ
か
る
木
簡
を
例
に
、
第

一
次
木
簡
の
形
態
の

復
原
、
第
一
次
木
簡
か
ら
第
二
次
木
簡
へ
の
転
用
の
あ
り
方
を
究
明
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
か
な
り
横
幅
の
あ
る
高
さ
二
八
セ
ン
チ

x
横
幅
二
八
セ
ン
チ
（
以

下
）
の
正
方
形
ま
た
は
縦
長
の
方
形
の
「
兵
士
番
上
簿
」
を

0
1
――
二
型
式
の
付

札
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
も
の
で
、

I
第

一
次
木
椅
を
第
二
次
木
簡
の
幅
に
割

り
、
そ
の
短
冊
形
の
板
を
横
に
半
分
に
切
断
す
る
、
II
両
側
面
を
斜
め
に
割
り
、

て
い
る
が
、
本
章
は
そ
の
先
駆
的
研
究
の
一
っ
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
の
少
な
い
日
向
国
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
も
重
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書評

料
が
少
な
い
古
代
史
研
究
か
ら
の
関
心
も
高
く
、

一
九
九
八
年
に
木
簡
学
会
の

今泉隆雄著『古代木簡の研究J

所
感
と
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

上
狭
・
下
広
の
形
に
す
る
、

上

・
下
端
を
削
っ
て
整
形
、

川
両
側
面
一
端
に
＞
字
形
の
切
り
込
み
を
入
れ
、

w第
一
次
木
簡
の
墨
書

・
界
線
（
刻
線
）
を
消
し

て
調
整
と
い
う
行
程
を
と
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
本
例
で
は
何
ら
か
の
事
情
で

以
上
、
本
書
の
内
容
を
評
者
の
興
味
に
ま
か
せ
て
紹
介
し
た
が
、
全
体
的
な

感
想
と
し
て
、
古
代
史
の
制
度
全
体
の
あ
り
方
と
個
別
の
木
簡
の
機
能
と
い
う

マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
両
方
の
視
点
で
論
証
が
進
め
ら
れ
て
い
る
点
に
、
木
簡
研
究

の
神
髄
と
古
代
史
研
究
の
深
化
・
応
用
の
可
能
性
を
期
待
さ
せ
る
方
法
が
十
二

分
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
評
者
が
特
に
留
意
し
た
い
点
を

ま
ず
第
一
編
第
一
章
の
二
つ
の
研
究
史
を
比
べ
る
と
、
木
簡
の
史
料
的
特
質
、

用
途
と
機
能
に
基
づ
く
木
簡
の
分
類
に
関
す
る
理
解
に
は
あ
ま
り
変
化
が
な
い

が
、
近
年
の
『
木
簡
研
究
』
誌
上
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
七
世
紀
木

簡
の
出
土
例
、
中
近
世
木
簡
の
出
土
数
が
大
幅
に
増
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、

木
簡
研
究
の
時
代
的
広
が
り
、
木
簡
研
究
の
今
日
的
課
題
が
こ
の
頃
か
ら
出
現

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
七
世
紀
木
簡
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
の
文
献
史

特
別
研
究
集
会
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
研
究
の
深
化
が
図
ら
れ
て
い
る
が
、
中

い
く
つ
か
の
所
感

W
の
前
で
廃
棄
さ
れ
た
と
観
察
さ
れ
て
い
る
。

馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
研
究
紀
要
」
八

一
九
九
一
年
）
が
集
成
し
て
い
る

近
世
木
簡
の
扱
い
は
現
在
も
な
お
不
定
で
あ
る
と
い
う
課
題
が
残
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
木
簡
学
会
を
始
め
、
木
簡
研
究
の
場
全
体
と
し
て
の
宿

題
で
も
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
第
一
編
第
二
章
は
、
郡
司
制
研
究
を
古
代
史
研
究
の
出
発
点
と
し
、
木

簡
研
究
に
お
い
て
も
郡
の
具
体
的
な
職
務
遂
行
の
復
原
に
関
わ
る
荷
札
木
簡
の

こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
章
の
考
察
の
う
ち
、
郡
家
を
主
と
す
る
荷
札
木
簡
の
作

成
場
所
の
比
定
に
関
し
て
は
、
補
注
で
も
整
理
さ
れ
て
い
る
そ
の
後
の
研
究
史

で
最
も
問
題
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
荷
札
木
簡
の
作
成
段
階
に
つ
い
て
は
、

郷
な
ど
郡
以
下
の
段
階
で
の
作
成
も
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、

著
者
も
そ
う
し
た
事
例
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
総
体
的
な
あ

り
方
と
し
て
は
な
お
郡
家
段
階
で
の
作
成
と
い
う
見
解
を
維
持
す
る
旨
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
深
化
す
る
た
め
に
は
、
郡
家
や
郡
以
下
の
段
階
の

行
政
の
様
子
を
さ
ら
に
究
明
す
る
必
要
が
あ
り
、
著
者
も
本
文
で
言
及
さ
れ
て

い
る
が
、
拙
稿
「
荷
札
木
簡
の
研
究
課
題
」
（
「考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
三
三
九
号
、

一
九
九
一
年
）
で
触
れ
、
高
島
英
之
「
地
方
出
土
の
古
代
木
簡
」
（
『
財
団
法
人
群

よ
う
に
、
近
年
増
加
す
る
地
方
官
術
遺
跡
か
ら
の
荷
札
木
簡
出
土
例
を
ふ
ま
え

て
、
郡
段
階
で
付
け
替
え
ら
れ
る
木
簡
の
存
在
に
も
注
意
を
向
け
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
「
律
令
国
家
の

地
方
末
端
支
配
機
構
を
め
ぐ
っ
て
』
(
-
九
九
八
年
）
な
ど
で
整
理
さ
れ
て
い
る

研
究
か
ら
着
手
さ
れ
た
著
者
の
研
究
の
基
盤
を
な
す
論
考
の
一
っ
と
評
価
す
る
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〔
『
日
本
歴
史
」
六
一
六

九
の

一
九
九
九
年
〕
で
も
支
持
さ
れ
て
い
る
）
。
今
、
俄
に
そ

地
方
行
政
機
構
の
評
価
と
も
合
せ
て
、
郡
以
下
の
段
階
で
作
成
さ
れ
、
中
央
ま

で
も
た
ら
さ
れ
た
木
簡
の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

郡
家
段
階
で
の
作
業
内
容
を
さ
ら
に
具
体
的
に
究
明
す
る
と
と
も
に
、
上
述
の

二
条
大
路
木
簡
の
出
土
に
よ
り
大
幅
に
増
加
し
た
荷
札
木
簡
を
用
い
て
、
著
者

の
作
業
を
全
体
的
に
検
証
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
荷
札
木
簡
の
研
究
に
求
め
ら

な
お
、
第
三
編
第

一
章
に
つ
い
て
、
拙
稿
で
著
者
と
は
若
干
異
な
る
意
見
を

呈
し
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
第
二
編
第
一
章
の
長
岡
京
太
政
官
厨
家
出
土
木
簡

に
関
し
て
は
、
渡
辺
晃
宏
「
長
岡
京
太
政
官
厨
家
木
簡
考
」
（
『
古
代
文
化
』
四

一
九
九
七
年
）
が
著
者
と
大
幅
に
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
即

ち
、
渡
辺
氏
は
、
綱
丁
木
簡
は
検
収
後
の
物
の
移
動
に
伴
う
木
簡
で
、
秦
安
万

呂
は
太
政
官
厨
家
と
は
別
の
部
署
で
荷
物
を
検
収
し
、
太
政
官
厨
家
に
米
を
送

り
届
け
た
某
所
の
官
人
で
は
な
い
か
、
彼
は
太
政
官
の
史
生
で
あ
る
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
の
で
、
太
政
官
曹
司
に
勤
務
し
、
太
政
官
曹
司
で
検
収
し
、
各
部

署
（
含
厨
家
）
に
配
分
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
行
い
、

八
世
紀
末
段
階

で
は
太
政
官
厨
家
の
地
子
の
収
納
・
支
出
に
関
す
る
自
主
性
は
未
確
立
で
あ
っ

た
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
長
岡
京
木
簡
の
解
釈
や
関
連
す

る
制
度
の
理
解
も
ま
た
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
留
保
が
存
す
る
こ
と
に

注
意
し
て
お
き
た
い
（
こ
の
見
解
は
小
倉
真
紀
子
「
古
代
地
子
制
に
関
す
る
一
考
察
」

れ
て
い
る
と
考
え
る
。

「郷
家
」
の
存
在
の
否
定
、
郡
家
出
先
機
関
の
存
在
と
い
う
今
日
の
郡
以
下
の

む
す
び
に
か
え
て

一
九
九
八
年
三
月
、
吉
川
弘
文
館
刊
、

史
像
の
新
た
な
構
築
の
可
能
性
の
展
開
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
。

の
当
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
控
え
た
い
が
、
木
簡
の
理
解
と
従
来
の
古
代
史
研

究
の
照
合
方
法
と
し
て
、
こ
の
論
争
の
行
方
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
ま
た

こ
の
点
は
木
簡
を
用
い
た
制
度
史
的
理
解
の
深
化
の
部
分
す
べ
て
に
該
当
し
、

著
者
と
は
別
の
解
釈
に
基
づ
く
制
度
の
具
体
像
構
築
の
試
み
と
の
対
決
や
古
代

本
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
柄
は
、
今
日
に
お
い
て
は
木
簡
研
究
の
「
常

識
」
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
常
識
」
を

築
き
上
げ
、
そ
の
実
践
例
を
示
す
と
同
時
に
、

つ
い
お
ろ
そ
か
に
な
り
が
ち
な

点
に
改
め
て
注
意
を
喚
起
し
た
の
が
、
本
書
の
最
大
の
価
値
と
見
る
こ
と
が
で

き
、
木
簡
研
究
に
従
事
す
る
者
が
繰
り
返
し
、
か
み
し
め
る
べ
き
提
言
が
随
所

に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
斯
界
共
有
の
財
産
と
し
て
、
本
書
出
版
の
意
義

は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
古
代
史
研
究
の
新
し
い
可
能
性

・
深
化
を
具

体
的
手
法
と
実
践
例
で
示
し
た
点
で
も
重
要
で
あ
り
、
木
簡
や
日
本
古
代
史
の

研
究
の
上
で
必
読
文
献
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
拙
い
紹
介
を
終
え
た
い
。

（
日
本
史
学
研
究
叢
書

A
5
版
、
四
九
―
一頁
、
本
体

一
1
0
0
0
円）
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